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平成２２年度予算 雇用均等・児童家庭局 

概 算 要 求 の 概 要 
 

 

 

 

 

 我が国においては、少子化や人口減少が進んでおり、経済産業や社会保障の問

題にとどまらず、国や社会の存立基盤にかかわる問題となっている。 

このため、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成１９年１２月）等

において示された「仕事と生活の調和の実現」、「子育てを支援する社会的基盤の

構築」の２つの課題を「車の両輪」として取り組むとともに、「新待機児童ゼロ作

戦」（集中重点期間平成２０～２２年度）や、新たな「子ども・子育て応援プラン

（後期プラン）」の策定とその実現に向けた総合的な少子化対策を推進する。 

また、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現に向け、育児・介護休業

制度の拡充や企業の取組に対する支援など、育児・介護期における仕事と家庭の

両立支援対策を推進する。 

 さらに、男女雇用機会均等の更なる推進やパートタイム労働者の均衡待遇確保

などにより、公正かつ多様な働き方の実現を図る。 

 

《主要事項》 
 
   

◇ 地域における次世代育成支援対策の推進 

１ 地域における子育て支援の推進             

２ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実     

  ３ 母子家庭等自立支援対策の推進           

  ４ 母子保健医療の充実 

  ５ 出産等に係る経済的負担の軽減 

                             

◇ 仕事と家庭の両立支援 

仕事と家庭の両立支援 

 

 

 

 

１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進 

   ２  育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化（再掲） 

３ パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進 

   ４ 多様な働き方に対する支援の充実 

人人口口減減尐尐社社会会のの到到来来をを踏踏ままええたた尐尐子子化化対対策策のの推推進進、、

仕仕事事とと生生活活のの調調和和とと公公正正かかつつ多多様様なな働働きき方方のの実実現現   

  

人 口 減 尐 社 会 の 到 来 を 踏 ま え た 尐 子 化 対 策 の 推 進  

安 定 した雇 用 ・生 活 の実 現 と安 心 ・納 得 して働 くことのできる環 境 整 備 
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○概算要求額の状況 
 

 
２１年度 

予算額 

２２年度 

概算要求額 

差  引 

増△減額 
伸び率 

 
 
局 合 計 
 
 

一般会計 

 

 

特別会計 

 
 

年金特別会計 

  児童手当勘定 

うち児童育成事業費 

 

 

労働保険特別会計 

労災勘定 

雇用勘定 

 

 

９，８１５億円 

 

 

９，１０５億円 

 

 

７１１億円 

 

 

     

 

５６０億円 

 

 

１５１億円 

８億円 

１４３億円 

 

 

１０，３３６億円 

 

 

９，４４８億円 

 

 

８８８億円 

 

 

 

 

７４１億円 

 

 

１４７億円 

８億円 

１４０億円 

 

 

５２１億円 

 

 

３４３億円 

 

 

１７７億円 

 

 

 

 

１８１億円 

 

 

▲３億円 

▲０．２億円 

▲３億円 

 

 

５．３％ 

 

 

３．８％ 

 

 

２５．０％ 

 

 

 

 

３２．３％ 

 

 

▲２．３％ 

▲２．９％ 

▲２．３％ 

 

※ 端数処理の関係上、数値の合計等が一致しないものがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）平成２２年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について 

（平成２１年７月１日閣議了解）（抜粋） 

 

年金・医療等に係る経費等特定の経費に関連して、新たな安定財源が 

確保された場合の取扱いについては、予算編成過程で検討する。 
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１ 地域における子育て支援の推進 

《６８５，４７５百万円→７１９，２８４百万円》 
 

（１）すべての家庭を対象とした地域子育て支援対策の推進   

６２，０９１百万円 
○地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援事業の充実      ４４，０００百万円 

（次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）） 

様々な子育て支援事業について、新たな「子ども・子育て応援プラン（後期プラン）」

の策定とその実現に向けた着実な推進を図るとともに、新たに、子育て支援に関する情

報ネットワークの基盤構築（携帯サイト）、子どもを守る地域ネットワークの機能強化、地

域事情に応じた保育サービスの実現、子どもの事故防止予防強化を推進し、地域の子

育て支援の充実を図る。 

 

【対象となる主な事業】 

・子育て支援ネットワーク事業（新規） 

 子育て支援に関する情報提供や相談援助が適切に受けられる環境を整備するため、

地域住民参加型の情報ネットワーク（携帯サイト）を構築するための取組を支援する。                     

 

  ・子どもを守る地域ネットワークの機能強化（一部新規）   

    「子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」の機能強化を図るため、

コーディネーター等の専門性強化を図るための取組を支援するとともに、新たにネットワ

ーク関係機関の情報の共有化を図るなどの取組を支援する。 

 

・地域の特性等を踏まえた保育サービスの充実強化事業（新規） 

保育サービスの充実強化を図るため、地域事情等に応じた課題の考察を行い、効果

的・効率的な保育サービスの提供につなげるための取組を支援する。 

 

・子どもの事故防止予防強化事業（新規） 

子どもの事故防止、予防強化を図るため、健診などの場を活用し、保護者に対する

意識啓発をきめ細かく行うための取組を支援する。 

 

・ファミリー・サポート・センター事業 

  子育て中の労働者や主婦等を会員として、地域における育児の相互援助活動

を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、

ひとり親家庭への利用支援など多様なニーズへの対応を図る。 

 

◇ 地域における次世代育成支援対策の推進 

人 口 減 尐 社 会 の到 来 を踏 まえた尐 子 化 対 策 の推 進 
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・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報

提供や養育環境等の把握を行う。 

 

・養育支援訪問事業 

  養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や指導助言等

を行う。 

 

・子育て短期支援事業 

親の病気、残業などの場合に児童養護施設等において児童の一時的な養育・

保護を行う。 

 

・延長保育促進事業 

  民間保育所において、１１時間の開所時間を超えて実施する延長保育を推進

する。 

 

○子育て支援拠点の充実                            １１，１８８百万円 

     地域における子育て支援拠点について、身近な場所への設置を促進する。 

（7,100か所→7,700か所） 

 

○一時預かり事業（地域密着型）の充実                       ４７０百万円 

         ＮＰＯ等の多様な運営主体による地域密着型の一時預かり事業について、身近な 

場所への設置を促進する。 

 

  ○中・高校生と乳幼児のふれあう機会の推進           １２３百万円 

     すべての市町村において、中・高校生が乳幼児と出会いふれあう機会が確保

されるよう、児童館等を活用した取組を推進する。 

 

 

（２）新待機児童ゼロ作戦の推進など保育サービスの充実   

４２３，８３４百万円 
○保育所受入れ児童数の増                          ３７１，２８６百万円 

・民間保育所運営費 

   新待機児童ゼロ作戦の集中重点期間（平成２０～２２年度）における、１５万人分の 

保育所整備等の推進に対応した民間保育所における受入れ児童数の増を図る。  

また、栄養士、看護師の協力を得て、食育の推進や感染症予防等に係る取組を行っ

た場合に事業費加算を行う等、保育の質の向上を図る。 

 

○多様な保育サービスの提供                          ６０，８１８百万円 

家庭的保育事業や一時預かり事業など保育サービスの多様な提供手段の拡充を図る。

また、延長保育、病児・病後児保育、休日保育など保護者の多様なニーズに応じた 

保育サービスを提供する。 
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